
かべ新聞
地本成田委員長『ボーナスカット本人訴訟裁判』

第５回口頭弁論において

原告側 木藤証人が堂々と証言！
９月２３日、東京地裁 527 号法廷に於いて、地本成田委員長がボーナスカッ

トの撤回を求めて訴えた本人訴訟裁判第５回口頭弁論が行なわれた。

当日は、原告側・被告側を除いた『１２の傍聴席』をめぐり７４名が傍聴券獲

得のために並び抽選となりました。

今回の弁論では、原告側の木藤証人、被告側の中村滋証人、増田証人それぞれ

に対しての主尋問・反対尋問が行われました。

裁判の中では、木藤証人より職場内の雰囲気や作業実態。そして管理者による

張り付きや柱やごみ箱に隠れての監視について明らかにされました。

また、原告側弁護士役の成田さんから、被告側証人の管理者に対して、柱やご

み箱に隠れて監視していることに関する質問では「私の事象でないので分からな

い！」「自分はやっていない！」「柱の陰に隠れているのではなく、たまたま庫内

巡回中に見たことだと思う」との証言でした。

ほんの些細な喚呼間違い「EGS カバー取り付け」を「EGS カバー復位」と喚

呼したことが非違行為とされボーナスカット理由に！こんなの許せない！
また、ボーナスカット理由として

喚呼間違いがあげられています。

具体的には「EGS カバー取り付け」

を「EGS カバー復位」と喚呼したこ

とが非違行為とされています。

裁判の中では、その事に関して、

成田さんからの質問に自然になんの

ためらいもなく「カバー復位」と非

違行為と同じ言葉を言った中村証人に裁判官も苦笑いしていました。

東海労組織破壊攻撃としての地本委員長を狙い撃ちしたボーナスカット攻撃

を許さず、共に闘おう！

次回は、１０月１９日 １３時２０分から地裁です。

いよいよ会社側証人の渡辺助役登場です。

組合員は最大限結集しよう！
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